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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
の
船
内
感
染
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
「
精
緻
な
疫
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
」
と
し
て
同
一
視
で
き
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
船
内
感
染
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
二
年
二

月
二
十
六
日
に
国
立
感
染
症
研
究
所
が
公
表
し
た
「
現
場
か
ら
の
概
況
：
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
プ
リ
ン
セ
ス
号
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
Ｖ

Ｉ
Ｄ

十
九
症
例
【
更
新
】
」
に
お
い
て
は
、
「
現
在
入
手
可
能
な
疫
学
情
報
に
基
づ
い
て
評
価
す
る
と
、
二
月
三
日
に
ク

ル
ー
ズ
船
が
横
浜
に
入
港
す
る
前
に
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

十
九
の
実
質
的
な
伝
播
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
」
と
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
二
人
か
ら
の
検
体
採
取
」
を
行
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
関
係
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
検
体
を
採
取
し
た
「
日
毎
」
」
の
「
人
数
」
は
、
令
和
二
年
二
月
三
日
が
二
人
、
同
月
四
日
が
十
三
人
、
同



 

２ 

 

月
五
日
が
十
人
、
同
月
八
日
が
二
人
、
同
月
九
日
が
三
人
、
同
月
十
日
が
五
十
二
人
、
同
月
十
一
日
が
三
十
二
人
、
同
月
十

二
日
が
五
十
六
人
、
同
月
十
三
日
が
七
十
九
人
、
同
月
十
四
日
が
百
九
十
一
人
、
同
月
十
五
日
が
二
百
六
十
三
人
、
同
月
十

六
日
が
百
八
十
六
人
、
同
月
十
七
日
が
七
十
八
人
、
同
月
十
八
日
が
三
人
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
公
共
交
通
機
関
を
使
っ
て
帰
宅
」
さ
せ
る
判
断
は
、
令
和
二
年
二
月
十
五
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た

「
ク
ル
ー
ズ
船
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
か
ら
の
下
船
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
国
立
感
染
症

研
究
所
の
「
武
漢
か
ら
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
第
一
便
か
ら
第
三
便
ま
で
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
結
果
（
五
百
四
十
人
が
陰
性
、
陽
性

の
一
人
に
つ
い
て
も
ウ
イ
ル
ス
検
出
量
は
陰
性
に
近
い
レ
ベ
ル
）
を
踏
ま
え
、
十
四
日
間
の
健
康
観
察
期
間
中
に
発
熱
そ
の

他
の
呼
吸
器
症
状
が
無
く
、
か
つ
、
当
該
期
間
中
に
受
け
た
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
結
果
が
陰
性
で
あ
れ
ば
、
十
四
日
間
経
過
後
に

公
共
交
通
機
関
等
を
用
い
て
移
動
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
の
見
解
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

・
プ
リ
ン
セ
ス
号
の
下
船
者
に
対
す
る
健
康
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
令
和
二
年
二
月
二
十
三
日
付
け
厚

生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
及
び
医
薬
・
生
活
衛
生
局
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
企
画
課
検
疫
所
業
務
管
理
室
事
務
連
絡
）

に
お
い
て
「
対
象
者
の
下
船
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
十
四
日
経
過
す
る
ま
で
の
間
毎
日
、
対
象
者
に
対
し
て
、
健
康
フ
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ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
す
る
」
ほ
か
、
「
や
む
を
え
ず
移
動
す
る
際
に
も
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
は
避
け
る
よ
う
勧
告
す

る
」
こ
と
等
と
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
再
検
査
の
要
望
の
声
」
の
具
体
的
な
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
行
政
検
査
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
付
け
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
事
務

連
絡
）
に
お
い
て
「
医
師
が
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
疑
う
」
場
合
等
に
つ
い
て
は
、

「
行
政
検
査
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

各
国
政
府
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
通
常
の
検
疫
」
及
び
「
何
ら
か
の
特
別
の
措
置
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

御
指
摘
の
「
ク
ル
ー
ズ
船
」
で
あ
る
か
「
貨
物
船
」
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
か
ら
来
航
し
た
船
舶
に
対
し
て
は
、

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
く
検
疫
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


